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リーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）のご案内 
    商工会では弁護士資格を持つ企業法務専門支援員を常時設置し、会員の皆様からの法律相談に無料で応じる  

 制度があります。請負契約、債権回収、相続関係、連帯保証人、時効制度等のご相談や身近な法律相談（事業  

 以外の相談も可）まで、気軽にご利用ください。相談日は、毎月第１金曜日です。（平成24年4月から平成25 

 年2月までで26件の相談がありました。）            

            次回相談予定日    平成２５年４月５日（金）   午前１０時 ～ 午後４時 

 ■ご相談を希望される方は、商工会本所または最寄の支所までお申し込みください。 

  
   

 

 

 

 

  
  

   ※ 振替納税をご利用の方は、振替日の前日までに預貯金残高をご確認ください。 

   

   

【 申告を間違えたときなどの手続 】 
 

 ○ 税額を多く申告していたとき（更正の請求） 
 

   確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正 

   を求めることができます。この更正の請求をする場合は、税務署又は国税庁ホームページに用意してある「更正の請求 

   書」に既に申告した金額と訂正すべき金額などを記入して、所轄の税務署長に提出してください。 

   更正の請求ができる期間は、原則として、確定申告書提出期限から１年以内です。 
 

 ○ 税額を少なく申告していたとき（修正申告） 
 

   確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正し 

   てください。この修正申告をする場合は、税務署に用意してある申告書Ｂ第一表と第五表（修正申告書・別表）に、既に 

   申告した金額と修正すべき金額などを記入して提出してください。修正申告をしたり、税務署から更正を受けたりする 

   と、新たに納めることになった税額のほかに、過少申告加算税又は重加算税や延滞税がかかる場合があります。 

 

 
 

 

 平成２５年度第１回みえ地域コミュニティ応援ファンド助成金、第１回みえ農商工連携推進ファンド助成金の募集が平成２５

年４月１５日（月）から５月１７日（金）まで行われます。 事業説明会が下記により実施されます。 

    ■  

      「地域資源を活用するビジネス」、「地域課題を解決するビジネス」を創出するための初期必要経費を支援します。 

      地域資源活用型には製造業を対象に新商品・新技術開発を助成する「ものづくり部門」があります。 

         助成限度額  地域資源活用型（ものづくり部門含む）： ４００万円  助成率 ２／３以内  

                   地域課題解決型：              ２００万円  助成率 ２／３以内              

    

        中小企業者と農林漁業者が連携してお互いの経営資源を活用した取り組みを資金面から支援します。 

         助成限度額  一般型：         ４００万円  助成率 ２／３以内 

                  産学官共同開発型： ５００万円  助成率 ２／３以内      

    ファンド事業説明会  日時： ４月１９日（金） １３：３０～ 

                  場所： 伊賀市商工会館 ２階研修室（伊賀市下柘植７２３－１） 
 

   お問い合わせ・お申し込み： 三重県産業支援センター  地域産業創造課 （担当： 中山） 

                              Tel ０５９－２２８－３５８５    Fax ０５９－２２８－３８００ 



    次回の 会員一斉訪問実施予定日は ４月１６日（火） です  
 

   

  ☎ 45- 2210  

          《貸 付 金 利 の 状 況》      （平成２５年３月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付 ２．０５％   → 

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） １．６５％   → 

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．７５％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％～２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．５５％   → 

   

記帳継続指導事業所募集のお知らせ  
   

  事業所得を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成２６年１月から対象となる方

が拡大されます。青色申告って何？ 帳簿はどうつけたらよいの？ 複式簿記って何？ など、初めて青色申告を始められ

る方の疑問に専門指導員（委嘱税理士）と本会担当職員が、日々の記帳から青色決算・所得税確定 

申告まで親切にお答えいたします。また、経理ソフトを使ったパソコンによる記帳もお手伝いしています。 

  お気軽に最寄りの支所担当職員までご相談ください。                
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